
令和　７　年度

弘前市上下水道部下水道施設課

特     記     仕    様    書

令和７年度　紙漉沢地区処理施設外構内除雪業務



（目的）

第１条　本仕様書は、紙漉沢地区処理施設外（以下「当該施設」という。）構内の除雪業務の

　内容等を定めるものである。

（委託期間）

第２条　委託期間は、契約締結日の翌日から令和８年３月３１日までとする。

（業務場所）

第３条　本業務の業務場所は、次のとおりである。

（１）紙漉沢地区農業集落排水処理施設　　住所：弘前市大字紙漉沢字堰根１－１０

（２）一丁木地区農業集落排水処理施設　　住所：弘前市大字坂市字亀田６７－８

（３）沢田地区小規模集合排水処理施設　　住所：弘前市大字沢田園村１８４－２

（業務範囲）

第４条　本業務の業務範囲は、別紙図面のとおりとする。

（業務内容）

第５条　受注者は、次の各号に相当する場合において、当該施設構内道路等の除雪作業を実施

　しなければならない。

（１）午前０時において、１０ｃｍ以上の積雪（降雪）があったとき又は午前０時の時点で、

　　１０ｃｍに満たないが午前０時以降も断続的に降雪が予想されるとき。

（２）前号のほか、発注者の指示があったとき。

（３）除雪作業が必要となった場合の作業回数は、基本的に、紙漉沢地区処理施設及び一丁木

　　地区処理施設は１日１回まで、沢田地区処理施設は１週間に１回までとする。

２　前項の除雪作業とは、除雪機械により当該施設構内道路外に排除する作業及び不陸、穴、

　わだち等を無くし、路面の平坦性を確保する作業をいう。

３　受注者は、除雪作業にあたっては、可能な限り通路形態に沿った幅員確保に努めなければ

　ならない。

４　発注者は、除雪作業内容の水準が著しく不備であることを確認した場合には、受注者に対

　し作業の手直しを指示することができる。

（安全管理等）

第６条　作業の安全管理及び技術指導については、受注者の責任において行うものとする。

２　受注者は、当該施設道路の付属物、占用物件及び構内建築物等の状況について、業務開始

　前に調査、確認をし、作業による事故防止に努めなければならない。

３　受注者は、作業に使用する車両の後部に、夜光塗料で「作業中接近注意」と記した標示板

　を目視の容易な箇所に取り付け、通行人及び一般車両等に危険のあることを喚起しなければ

　ならない。

４　前項の標示板は、木製、金属製及び合成板等とし、その大きさは縦３０ｃｍ、横４５ｃｍ

　とする。

５　受注者は、作業にあたっては、必要なときは運転助手を配置し、当該施設の維持管理業務

　に従事する者の車両等の誘導に従事させなければならない。

（作業状況の報告等）

第７条　受注者は、次の各号に掲げる事由により、作業ができなくなったとき又は著しく作業

　が遅延する恐れがあるときは、直ちにその旨を発注者に連絡し、指示を得なければならない。

（１）道路等の決壊又は幅員狭隘により、車両の運行に支障があると認められるとき。

（２）積雪状況その他天候が劣悪なために、車両の運行に支障があると認められるとき。

（車両）

第８条　受注者は、道路運送車両法（昭和２６年６月１日法律第１８５号）に基づく、車両検

　査に合格し、登録番号を有した車両以外の車両を作業に使用してはならない。

２　受注者は、この契約に係る車両のみでは、道路等の確保が困難と判断されるとき又はこの

　契約に係る車両の故障等により、作業ができなくなったときは、発注者の承諾を得て、この

　契約に係る車両以外の車両を使用することができる。

（騒音の防止）



第９条　受注者は、作業にあたっては、騒音防止に努めなければならない。

（自動車保険等への加入）

第10条　受注者は、作業に使用する車両について、保険契約書の写しを、業務契約後、速やか

　に発注者に提出しなければならない。

（損害賠償及び補償）

第11条　受注者は、当該施設等に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、その指示を得

　なければならない。なお、受注者の責で生じた場合には、復旧に要する費用等について、受

　注者が負担するものとする。

（業務写真）

第12条　受注者は、作業を実施したときは、作業記録写真を作業日毎に撮影し、発注者に１部

　提出しなければならない。なお、作業記録写真は、業務報告書に添付し提出するものとする。

（提出書類）

第13条　受注者は、業務の完了を実施月毎とし、業務を完了したときは、次の各号に掲げる書

　類を作成し、速やかに発注者に提出しなければならない。

　　また、契約期間終了月の３月においては、当月の除雪作業の実施の有無に関わらず、当該
　書類を提出し、本業務の完了を報告するものとする。

（１）業務実施報告書・・・別紙１

（２）業務内訳書・・・・・別紙２

（環境配慮に係る取り組みへの協力要請）

第14条　受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可能な

　限りこれに協力すること。なお、仕様書で指定されている項目以外については、あくまでも

　協力のお願いであり、取り組みを強制するものではないが、可能な限り実施すること。

（暴力団または暴力団関係者による不当介入に対する通報・報告義務）

第15条　受注者は、受注者及び下請負人に対して暴力団又は暴力団関係者による不当介入があ

　った場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な

　協力を行うものとする。

（その他）

第16条　受注者は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持つとともに、業務の遂

　行に当たって「弘前市情報セキュリティポリシー」を遵守すること。



業 務 内 容 詳細については、業務内訳書のとおり

委 託 期 間 令和　　　年　　　月　　　日から　　　令和　　　年　　　月　　　日まで

契 約 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

今 回 請 求 額 ￥ （うち消費税及び地方消費税額￥ ）

業 務 名 称 令和７年度　紙漉沢地区処理施設外構内除雪業務

業　務　実　施　報　告　書

令和　　　年　　　月　　　日

　　弘前市上下水道事業

　　弘前市長　様

住　　　　　　所

受　注　者 商号又は名称

代表者職氏名

貴市と業務委託契約を締結した下記業務の　　　　月分について報告します。

別紙１ 課　長 課長補佐 係　長 係



備　考

円

請求金額 円

円

小　　計 円 小　　計 円 小　　計

除雪回数 回

単　　価 円 単　　価 円 単　　価

時 分

除雪回数 回 除雪回数 回

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分

31 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分 時 分

30 日 時

分 時 分時 分 時分

時 分

29 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分

28 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分 時 分

27 日 時

分 時 分時 分 時分

時 分

26 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分

25 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分 時 分

24 日 時

分 時 分時 分 時分

時 分

23 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分

22 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分 時 分

21 日 時

分 時 分時 分 時分

時 分

20 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分

19 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分 時 分

18 日 時

分 時 分時 分 時分

時 分

17 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分

16 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分 時 分

15 日 時

分 時 分時 分 時分

時 分

14 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分

13 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分 時 分

12 日 時

分 時 分時 分 時分

時 分

11 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分

10 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分 時 分

9 日 時

分 時 分時 分 時分

時 分

8 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分

7 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分 時 分

6 日 時

分 時 分時 分 時分

時 分

5 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分

4 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分

時 分 時 分

3 日 時

分 時 分時 分 時分

時 分

2 日 時

分 時 分時 分 時分 時 分1 日 時

別紙２

業　務　内　訳　書 確認印

業 務 名 称 令和７年度　紙漉沢地区処理施設外構内除雪業務

除 雪 作 業 時 間 除 雪 作 業 時 間
開 始 時 間 終 了 時 間 開 始 時 間 終 了 時 間 開 始 時 間 終 了 時 間

作 業 期 間 令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日（　　日間）

№ 月
紙漉沢地区処理施設 一丁木地区処理施設 沢田地区処理施設

除 雪 作 業 時 間


